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○

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

保
育
士
（
第
四
条
―
第
二
十
一
条
）

第
二
章

保
育
士
（
第
四
条
―
第
二
十
一
条
）

第
三
章

福
祉
の
保
障
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
三
章

福
祉
の
保
障
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
四
章

養
育
里
親
及
び
児
童
福
祉
施
設
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
八
条
）

第
四
章

養
育
里
親
及
び
児
童
福
祉
施
設
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
八
条
）

第
五
章

費
用
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
四
条
の
二
）

第
五
章

費
用
（
第
三
十
九
条
―
第
四
十
四
条
の
二
）

第
六
章

審
査
請
求
（
第
四
十
四
条
の
三
―
第
四
十
四
条
の
八
）

第
六
章

審
査
請
求
（
第
四
十
四
条
の
三
―
第
四
十
四
条
の
八
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
七
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
五
条
―
第
四
十
七
条
）

附
則

附
則

（
削
除
）

第
二
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
児
童
福
祉
司
（
以
下
「
児
童

福
祉
司
」
と
い
う
。
）
の
担
当
区
域
は
、
法
に
よ
る
保
護
を
要
す
る
児
童
の
数
、
交

通
事
情
等
を
考
慮
し
、
人
口
お
お
む
ね
四
万
か
ら
七
万
ま
で
を
標
準
と
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
二
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）
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第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
児
童
福
祉
司
（
以
下
「
児
童

（
新
設
）

福
祉
司
」
と
い
う
。
）
の
担
当
区
域
は
、
法
に
よ
る
保
護
を
要
す
る
児
童
の
数
、
交

通
事
情
等
を
考
慮
し
、
人
口
お
お
む
ね
四
万
か
ら
七
万
ま
で
を
標
準
と
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
二

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
施
設
又
は
講
習
会
（
以
下
こ
の
条
及
び

（
新
設
）

第
四
十
五
条
の
三
に
お
い
て
「
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
指

定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
施
設
又
は
講
習
会
に
つ
い
て
行

う
も
の
と
す
る
。

②

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
設
の
設
置
者
又
は

講
習
会
の
実
施
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
施
設
の
所
在
地
又
は
講
習

会
の
開
催
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
在
地
等
」
と
い
う
。
）
の
都
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
設
置
者
等
が
法
人
（
地

方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
申
請
書
に
定
款
、
寄
付
行
為
そ
の
他
の

規
約
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
設
置
者
等
は
、
前
項
の
申
請
書
の
記
載
事
項
（

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
所
在
地
等
の
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
、
そ
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
設
置
者
等
は
、
第
二
項
の
申
請
書
の
記
載
事
項

（
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
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し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
所
在
地
等
の
都
道
府
県

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
施
設
の
長
は
、
毎
学
年
開
始
後
三

月
以
内
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
講
習
会
の
実
施
者
は
、
当
該
講
習

会
の
実
施
後
一
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
講
習
会
の
開

催
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦

都
道
府
県
知
事
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
施
行
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
そ
の
必
要
な
限
度
で
、
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
長
に
対
し
、
教
育
方
法

、
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
報
告
を
求
め
、
若
し
く
は
指
導
を
し
、
又
は
当
該
職

員
に
、
そ
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈

し
て
は
な
ら
な
い
。

⑩

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
に
つ
き
、
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
若

し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
導
に
従
わ
な
い
と
き
、
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑪

指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
設
置
者
等
は
、
指
定
の
取
消
し
を
求
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
学
年
の
開
始
月
又
は
講
習
会
の
実
施
月
の
二
月
前
ま
で
に
、
厚
生
労
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働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
指
定
児
童
福
祉
司
養
成
施
設
等
の
所
在
地
等
の
都

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

第
二
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
四
条
の
十
九
の
二
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定
中
読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
一
条
の
五
の
二

障
害
児
通
所
支
援
事
業

障
害
児
入
所
施
設

第
二
十
一
条
の
五
の
二

障
害
児
通
所
支
援
事
業

障
害
児
入
所
施
設

十
五
第
二
項
第
二
号

所

（
第
四
十
二
条
に

十
五
第
二
項
第
二
号

所

（
第
四
十
二
条
に

規
定
す
る
障
害
児

規
定
す
る
障
害
児

入
所
施
設
を
い
う

入
所
施
設
を
い
う

。
次
号
及
び
次
条

。
次
条
に
お
い
て

に
お
い
て
同
じ
。

同
じ
。
）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
一
条
の
五
の
二

障
害
児
通
所
支
援
事
業

障
害
児
入
所
施
設

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

十
五
第
二
項
第
三
号

所指
定
障
害
児
通
所
支
援

指
定
障
害
児
入
所

（
新
設
）

（
新
設
）

事
業
者

施
設
の
設
置
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
四
十
五
条
の
三

法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児

第
四
十
五
条
の
三

法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児

童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
相
談
所

童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
相
談
所

設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処

設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、

規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、

法
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
並
び
に
第
三
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で

法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
号
に
規
定
す
る
施
設
及
び
講
習
会
の
指

る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
九
、
第
十
八
条
の
十
（
法
第
十
八
条

定
等
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
、
同
条
第
三
項
の
規

の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら

定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
九
、
第
十
八
条
の
十
（
法
第

第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三

十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十

条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の

三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら

十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規

第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十

定
に
よ
る
保
育
士
の
登
録
等
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
の
規
定
に
よ
る
協
力
そ
の

八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま

他
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
（
法
第
二

で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
登
録
等
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
の
規
定
に
よ
る
協

十
四
条
の
十
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
関
係
者

力
そ
の
他
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
（

相
互
間
の
連
絡
調
整
又
は
援
助
、
法
第
二
章
第
二
節
第
三
款
（
法
第
二
十
四
条
の
十

法
第
二
十
四
条
の
十
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

九
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る

関
係
者
相
互
間
の
連
絡
調
整
又
は
援
助
、
法
第
二
章
第
五
節
第
三
款
の
規
定
に
よ
る

業
務
管
理
体
制
の
整
備
等
に
係
る
質
問
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
法
第
三
十

業
務
管
理
体
制
の
整
備
等
に
係
る
質
問
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
法
第
三
十

四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
（
第
九
項
に
お
い
て
「
障

四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
（
第
九
項
に
お
い
て
「
障

害
児
通
所
支
援
事
業
等
」
と
い
う
。
）
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住

害
児
通
所
支
援
事
業
等
」
と
い
う
。
）
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住

居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
法
第

居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
法
第

三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行

三
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行

う
一
時
預
か
り
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
、
児
童

う
一
時
預
か
り
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
、
児
童

相
談
所
設
置
市
が
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に
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相
談
所
設
置
市
が
行
う
家
庭
的
保
育
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に

よ
る
質
問
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
十

よ
る
質
問
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
五
十
六

六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
五
十
六

条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
、
法
第
五
十
六
条
の
七

条
の
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
、
法
第
五
十
六
条
の
七

の
規
定
に
よ
る
支
援
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付

の
規
定
に
よ
る
支
援
、
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付

費
等
の
支
給
に
係
る
法
第
五
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
並
び
に
法
第

費
等
の
支
給
に
係
る
法
第
五
十
七
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
並
び
に
法
第

五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る

五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
と
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ

る
も
の
を
除
き
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に

る
も
の
を
除
き
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に

掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と

掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と

し
て
児
童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

し
て
児
童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

②
～
⑦

（
略
）

②
～
⑦

（
略
）

⑧

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一

⑧

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
二
号
ロ

項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
及
び
同
項
第
二
号
ロ

」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を

」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を

行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の

行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の

は
「
職
務
を
行
う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村

は
「
職
務
を
行
う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村

長
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
第
二
項

長
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中

第
二
号
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
又
は
第
五
十
九
条
の
四
第

「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の

一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
」
と

区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て

、
「
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
長
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の

、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
法
第
三
十

市
長
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
指
定
都
市
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
、
指
定
都
市

四
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
四
中
「
及
び
都
道
府
県
」
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の
長
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
六
第
二

と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
五

項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
五
項
中
「
指
定
都
市
の
長

第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
」
と

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「

あ
る
の
は
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」

都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区

と
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談

域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て
、

所
設
置
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に

都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
法
第
三
十
四

第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「

条
の
三
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
の
四
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と

児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
五
十
一
条

あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
五
第

第
三
号
中
「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に

一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
六
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
」
と
あ

係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
市
町
村
」

る
の
は
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
と

と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及

、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所

び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
で
あ
る
」

設
置
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第

と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
所
設
置
市
を
除
く

四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児

。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
を

童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
五
十
一
条
第

」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道

三
号
中
「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係

府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
四
号
「
市
町
村
」
と
あ

る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第

七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
で
あ
る
」
と
、

「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
所
設
置
市
を
除
く
。
）

」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
を
」
と

、
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県

が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

⑨

（
略
）

⑨

（
略
）


